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0歳６か月～
満３歳未満

０～２歳児 ３～５歳児

１ 多様な保育事業（利用案内６ページ）

日常的に 子どもを預けたい
一時的に

子どもを預けたい

0～５歳児

＜各施設で受付＞
◎認可保育所の一時保育
保育所等の施設に通っていない児童の保護者が
、就労や就学、病気や冠婚葬祭のほか、子育て
負担を軽減する目的（リフレッシュ）などのた
め、週３日以内又は月64時間に満たない範囲
で一時的に保護者に代わって保育を実施

＜各施設で受付＞
◎川崎認定保育園の
リフレッシュ保育
週3日以下の月極契約や、冠婚葬祭等で子ども
を保育できない場合に保育を実施

＜市への申請が必要＞

◎小規模保育事業

◎家庭的保育事業

◎事業所内保育事業

◎居宅訪問型保育事業

＜各園で受付＞

◎幼稚園
（預かり保育実施園）

※4時間を標準とする教育時
間のほか、希望者を対象に
預かり保育を実施している
幼稚園があります。

◎認定こども園
（幼稚園部分）

＜市への申請が必要＞

◎公立保育所

◎認可保育所

◎認定こども園
（保育所部分）

＜各施設で受付＞
◎川崎認定保育園

※月額５千～２万円の保育
料補助あり（要件あり）。

認可外保育施設

保育所等幼稚園・認定こども園保育所等

◎企業主導型保育事業 ◎地域保育園

その他の認可外保育施設

＜各施設で受付＞

認可外保育施設

保育所等

保育所等・幼稚園・
認可外保育施設など

＜各園で受付＞

◎乳児等通園支援事業
（こども誰でも通園制度）

保育所等の施設に通っていな
い０歳６か月から満３歳未満
の児童を対象として、１人当
たり月10時間の枠内で、保育
所や幼稚園などを利用できる
事業



2 子ども・子育て支援新制度における給付認定 (利用案内７ページ)

教育・保育給付認定

保育所等を利用した場合の教育・保育に係る経費について、川崎市が給付費として施設等に支払いま

す(法定代理受領)。給付にあたっては、保護者が教育・保育給付認定を受けていることが必要です。

教育・保育給付認定の申請は、保育所等の利用申込と併せて行います。認定結果は、概ね30日以内に
「教育・保育給付認定決定通知書」を交付します（なお、令和８年４月入所申請については審査等に時
間を要するため、令和７年１２月以降に交付予定です。）。

なお、「教育・保育給付認定決定通知書」は、保育所等への入所を保証するものではありません。

 

認定区分 年齢 保育の必要性(※) 給付対象施設・事業 

１号認定  教育標準時間認定 満３歳以上 なし 幼稚園(施設型給付)、認定こども園(幼稚園部分) 

２号認定  保育認定 ３～５歳児 

あり 

公立保育所、認可保育所、認定こども園(保育所部分) 

３号認定  保育認定 ０～２歳児 
公立保育所、認可保育所、認定こども園(保育所部分)、

地域型保育事業 



2 子ども・子育て支援新制度における給付認定 (利用案内11ページ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保育を必要とする事由 保育実施期間 認定区分 

１ 月64時間以上の就労(※) 
小学校就学前までの 
保育を必要とする期間 

保育標準時間又は 
保育短時間 

２ 妊娠、出産 
出産予定日の前後 
各２か月程度（※多胎妊娠

の場合は14週前から） 

原則保育標準時間 
（保育短時間も可） 

３ 保護者の病気、負傷又は心身障害 
小学校就学前までの 
保育を必要とする期間 

保育標準時間 

４ 
同居又は長期入院している親族などの 
介護・看護 

小学校就学前までの 
保育を必要とする期間 

保育標準時間又は 
保育短時間 

５ 災害の復旧 
災害の復旧が完了する 
と見込まれる期間 

原則保育標準時間 
（保育短時間も可） 

６ 求職活動又は起業の準備 ２か月以内 保育短時間 

７ 
卒業後就労を目的とした職業訓練校や大学等
へ通学していること 

職業訓練校や大学等へ 
通学する期間 

保育標準時間又は 
保育短時間 

８ 虐待やＤＶの恐れがあること 
小学校就学前までの 
保育を必要とする期間 

原則保育標準時間 
（保育短時間も可） 

９ 

児童を養育する能力が著しく欠如している場
合など、その他児童福祉の観点から保育の実施
が必要であり、上記１～８に類すると、市長が
認める場合 

小学校就学前までの 
保育を必要とする期間 

保育標準時間又は 
保育短時間 



・期日までに利用者がお住まいの区の区役所児童家庭課に申し込み
・各月随時で申請は利用開始月の前月１０日頃が申込期限
・転園希望については、異動届の他、必要書類を添えて申請が必要

・区役所が利用者からの事前相談を受付
・利用者には申請前に可能な範囲でお子さんを連れての保育所等の見学をお願いしています。

３ 申請から利用までの流れ（利用案内９・10ページ）

① 事前相談・保育所等の見学等

② 申請

③ 希望変更受付期間

④ 申請書の受理・内容の確認等



・嘱託医決定後、１月中旬以降に各施設に通知

・各区役所においてアフターフォローを実施

３ 申請から利用までの流れ（利用案内９・10ページ）

⑤ 教育・保育給付認定決定通知書の発行

⑥ 利用調整

⑦‐1 利用調整結果通知書（内定）

⑧ 入園前健康診断

⑦‐2 利用調整結果通知書（保留）



・入園される保護者の方と面談
・重要事項等の保育所等のルールを確認
・お子さんの状況に合わせた保育の内容やアレルギー対応等の相談

３ 申請から利用までの流れ（利用案内９・10・12ページ）

⑨ 保育所等との面談

⑩ 利用者負担額等決定通知書

※５月１日以降の各月の申請スケジュール

利用希望月 申請締切日 通知発送予定 利用希望月 申請締切日 通知発送予定

令和８年５月 令和８年４月10日(金) ４月中旬以降 令和８年11月 令和８年10月９日(金) 10月中旬以降

令和８年6月 令和８年５月８日(金) ５月中旬以降 令和８年12月 令和８年11月10日(火) 11月中旬以降

令和８年７月 令和８年６月10日(水) ６月中旬以降 令和９年1月 令和８年12月10日(木) 12月中旬以降

令和８年８月 令和８年７月10日(金) ７月中旬以降 令和９年2月 令和９年１月８日(金) 令和９年1月中旬以降

令和８年９月 令和８年８月10日(月) ８月中旬以降 令和９年3月 令和９年２月10日(水) 令和９年2月中旬以降

令和８年10月 令和８年９月10日(木) ９月中旬以降



4 利用調整（利用案内16〜22ページ）

父ランク：Ｂ 父ランク：Ａ
母ランク：Ｂ 母ランク：Ｃ

ランクの決定にあたっては、利用調整基準別表１（20ページ）に基づき、各保護者をA～Hのランクに区分し、
保護者間でより低いランクを世帯のランクとしています。

① 世帯のランクによる判定

② 調整指数による判定

①において、同ランクで競合した場合には、利用調整基準別表２「同ランク内での調整指数表」（21ページ）により、
指数（該当項目の合計点）の高いお子さんから入所内定とします。

③ 調整項目点による判定

①②において、同ランク同指数で競合した場合には、利用調整基準別表３「同ランク同指数となった場合の調整項目表」（22ページ）により、
項目点（該当項目の合計点）の高いお子さんから入所内定とします。

・入所にあたっては、利用調整を実施
・以下①〜⑤の優先順位のとおり、ランク・指数・項目点により点数化し、施設ごとに順位付け

例）次のａ世帯とb世帯では、ａ世帯が優先されます。
ａ世帯 世帯ランクB ｂ世帯 世帯ランクC



4 利用調整（利用案内16〜22ページ）

①～③で判定が困難な場合は、利用調整基準「別表３においても同点となった場合の取扱い」（22ページ）により、
養育している子どもが３人以上の世帯のお子さんを優先して入所内定とします。

④ 教育している子ども３人以上の有無による判定

⑤ 世帯の所得による判定

①～④で判定が困難な場合は、所得のより低い世帯のお子さんを優先して入所内定とします（22ページ）。



※必要書類に関しては、別添資料「在園中保護者に異動があった場合の処理及び提出書類について」を御確認ください。

５ 申請内容の変更に伴う書類の提出（利用案内26ページ）

①異動のあった事実の確認・聞き取り

② 異動届（及び必要書類）を保護者へ配布

③異動届（及び必要書類）を保護者が記載・用意し、施設長宛てに提出

④施設から福祉事務所（区役所児童家庭課）宛てに送付



・３月と８月には在籍児童全員分の一覧を全施設へ送付（当月中旬）
・それ以外の月については対象児童についてのみ記載された一覧を該当施設へ送付（当月末）

５ 申請内容の変更に伴う書類の提出（利用案内26ページ）

⑤福祉事務所（区役所児童家庭課）より「施設別児童一覧」を施設へ送付



利用者負担額（保育料）
について



６ 保育所の運営費について （利用案内４ページ）

はじめに、保育所の運営
費については、国、県、市
そして保護者の４者で負担
しています。
運営に係る貴重な財源と

なることを御理解いただき、
保育料徴収等に係る事務処
理をお願いします。



７ 保育料の算定について

(１)幼児教育・保育の無償化（利用案内46ページ）
国による幼児教育・保育の無償化により、保育所等を利用する3歳児から５

歳児までのお子様と、住民税非課税世帯の０歳児から２歳児までのお子様の保
育料は無料です。
３〜５歳児の副食費については、主食費に加え、各施設で実費徴収をお願い

します。副食費の金額（月額）は、川崎市では４，５００円を目安としていま
す。
また、延長保育料や主食代等各施設が実費徴収する諸費用については無償化

の対象外です。



(２) 保育料決定（利用案内49ページ）
川崎市では、父母の市民税所得割額※

やお子様の保育必要量、きょうだいの状
況等により、保育料金額表に基づいて決
定しています。保育料は当年度の市民税
所得割額に基づき、毎年９月に見直しを
行います。
なお、新たに４月から入所される方に

は３月末頃、変更があった場合にはその
都度送付します。
※父母の収入が生活保護水準以下の場合には、同居している

祖父母の市町村民税額を算定に含む場合があります。



(３)保育料のきょうだい減免について（利用案内47ページ）
川崎市では、令和６年度から制度を拡充し、きょうだいの年齢、

利用施設・事業に関わらず、最年長の子どもから順に２人目は半額、
３人目以降は無料としています。

※２（１）の延長保育料や主食代等の各施設が実費徴収する諸費用は、きょうだい減免の対象とはなり
ません。



８ 保育料の納入について （利用案内47ページ）

川崎認定保育園から認可化する施設について、保護者はこれま
で各施設に納入していましたが、認可保育所の保育料については
川崎市に納入します。そのため、４月分以降の保育料については、
各施設で徴収されないよう御留意ください。
なお、認定こども園や地域型保育事業の保育料については、各

施設が定める方法で各施設に納入となります。



９ 各施設で徴収する費用について （利用案内28ページ）

２（１）のとおり、保護者が負担する費用については、延長保
育料や３歳から５歳児クラスの主食・副食費など、各施設で徴収
する費用もあるため御注意ください。
特に、副食費については、年収３６０万円未満相当(※１)の世帯

や第３子以降(※２)は免除となりますので、施設別児童一覧の該当
項目を御確認ください。

※１世帯の市民税所得割額が57,700円未満(ひとり親世帯等については
77,100円以下)
※２「第３子以降」とは、同一世帯から３人以上の就学前児童が給付対象施
設又は事業を利用している場合



保育料の納付に関する書類（保育料参考資料参照）については、
各施設から保護者の皆様に配布していただくものとなるので、御確
認をお願いします。

(1) 配布資料について
①「保育料についてのお知らせ」…１ページ
②「保育料の口座振替について」…２・３ページ
③「口座振替納付依頼書」…４ページ
④「Ｗｅｂ口座振替のお願い」…５ページ
⑤「コンビニエンスストアの納付について」…６ページ

１０ 保育料の納付に関する書類 （保育料参考資料１～６ページ）

※配布資料については、保育対策課より各施設に別途郵送します。



(2) 口座振替による納付について
川崎市では、保育料は原則、口座振替による納付をお願いして

います。手続きには「Web口座振替サービス」と「口座振替納付依
頼書」の２種類がありますが、５ページに記載のWeb口座振替サー
ビスをお勧めしています。
口座振替納付依頼書と違い、銀行に行く必要がなく、届出印不

要なため、届出印相違によるエラー等も防ぐことができます。各
施設においても、Web口座振替サービスの積極的な御案内をお願い
します。
【説明・配布のお願い】
口座振替手続きは、申込みから引き落とし開始まで１〜２か月

かかります。そのため、必ず入園前健診後の説明会で保護者に説
明・配布をお願いします。



１１ 保育料納入の流れについて

保育料の納入に関する、毎月のスケジュールは次のとおりです。
参考に御確認ください。

• 納入通知書作成
処理（当月分保
育料確定・帳票
作成開始）

• 督促状作成処理
（前月分未納者）

当月15日〜17日
（土日祝日により前後

する場合あり）

当月下旬

• 保護者あて納入
通知書・督促状
等を送付

※システムに登録され
ている住所あてに郵送
します。
※保護者より引っ越し
等の連絡があった際は、
速やかに変更の手続き
を行うように案内して
ください。

当月末日
（土日祝日の場合
は翌営業日）

• 口座振替日・納
付書払納期限

※納入通知書・納付
書は、納期限を過ぎて
も使用できますが、延
滞金が発生する場合が
あります。
※口座振替による引
き落としは当月分のみ
になります。

口座振替結果通知書（半年に１
回）
※ 納付方法が口座振替の方に年２回、

口座振替で納付した金額を記載した

口座振替結果通知書を郵送します。

督促状作成処理
（前月の未納者全員）

※ 督促状と「督促に伴う納付書」を

発行します。(納期限は次月末日)

収納済み

未 納



【各施設へのお願い】
納入通知書の送付や、未納者に対する督促・催告などは、保育対

策課から各保護者に書類の送付や連絡をしています。
各書類の送付については、システムに登録されている住所あてに

郵送するため、引っ越しなどに伴い住所が変更されており、それが
本市のシステムに反映されていない場合は、旧住所へ郵送されてし
まいます。
各施設におきましては、保護者の方より引っ越し等の連絡があっ

た際には、速やかに異動届（及び必要書類）を提出するように御案
内をお願いします。


